
◆多様な働き方ができる時代に
時間や場所にとらわれない柔軟な働き方ができる

テレワークや、総勤務時間を変えずにラッシュア
ワーを避けて通勤をする時差出勤、社員が自由に出
勤・退勤時間を決められるフレックスタイム制の導
入など、新しい働き方が広がってきました。

これらは、近年政府が推し進めてきた働き方改革
の一環として、労働生産性の向上や長時間労働の是
正を目標に、大手企業を中心に浸透してきていまし
たが、昨今の新型コロナウイルスの影響により、よ
り多くの企業でこれまでの働き方を大幅に見直す事
態となり、急速に導入が進んでいます。

◆利点も多いが、気になる部分も
例えば、会社に出社せずに自宅や外勤先、サテラ

イトオフィス等からインターネットを通じて、会社
のサーバーにあるファイルにアクセスしたり、仕事
の電話に対応したりできるテレワーク。

営業で外回りの後、事務仕事をしに会社に戻る必
要がなくなったり、育児や介護を担う労働者が在宅
勤務をすることで通勤時間を有効に活用できたりす
るなど時間にゆとりを持たせた勤務を実現できます。

その一方で、社員同士のコミュニケーション不足
や、仕事と仕事以外のメリハリをつけにくい、長時
間労働になりやすい、勤務時間管理や在席確認が難

しい、情報漏洩のリスクが上がる等の、気になる部
分もあります。

時差出勤やフレックスタイム制においても、勤務
開始や終了時刻を調整することで、私生活との両立
がしやすくなるという利点があるのですが、一方で
取引先や他部署との連携業務において時間の設定が
難しいことや、急な会議や電話に応対できない等、
社員が異なる時間に勤務することによるデメリット
もあります。

◆企業側が注意すること
大切なことは、制度に関する就業規則を整備し、

適用する社員の範囲を明確に定め、勤務時間管理を
しっかり行うことです。

勤怠システムを活用するのも良いでしょう。過重
労働や反対にルーズな勤務状況とならないよう、社
員本人の時間管理意識も大切です。ワークライフバ
ランスを意識した、働きやすい環境作りをしたいで
すね。
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いつもお世話になっております。

秋の気配も次第に濃くなり、穏やかな季節になってきました。
いかがお過ごしでしょうか。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。



株式会社ピクスタ
2019年6月の税務2020年10月の税務

10/12
●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
10/15
●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
11/2
●8月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞
●2月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税＞（半期分）
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告＜消費税・地方消費税＞
●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決
算法人は2か月分)＜消費税・地方消費税＞

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)（10月中において市町村の条例で定める日）

◆相互に確認し合うための届出書
消費税の届出書の中には、課税関係に影響のな

い、納税者と税務署とが相互に確認し合うためだ
けに提出が要求されているものがあります。

消費税課税事業者届出書(基準期間用)、消費税
課税事業者届出書(特定期間用)、消費税の納税義
務者でなくなった旨の届出書、消費税の新設法人
に該当する旨の届出書、高額特定資産の取得に係
る課税事業者である旨の届出書、などがそれです。

◆分かりきったものの提出を求める形式論か
これらの届出書による税務署との相互確認の内

容は、消費税の申告書の提出義務者に該当するこ
とになった、あるいは、消費税の申告書の提出義
務者に該当しないことになった、という事実につ
いてです。

消費税申告書記載の課税売上高が1000万円以下
だったら、課税事業者選択でもない限り、翌々年
は免税事業者になり、納税義務者でなくなるはず
だ、そんな分かりきった届出など必要ないではな
いか、との意見も出そうです。

◆税務署には情報がないため
消費税の新設法人に該当する旨の届出書につい

ては、通達で、法人設立届で所要の事項の記載が
あれば、それだけでよし、としています。した

がって、形式論で要求しているのではなく、事実
の正確な把握には、税務署の持つ情報だけでは、
必ずしも確定的な結論が得られるとは限らないの
で、情報を有している納税者に判断を求めている、
ということ、と考えられます。

基準期間課税売上高が1000万円以下でも、高額
特定資産の取得をしたとか、前期間の前半で1000
万円超の課税売上があったとかで、免税事業者非
該当となることもあり、これらは税務署にない情
報です。

◆免税事業者が還付申告
消費税還付申告をした後、還付保留状態で税務

調査があり、当該課税期間は課税事業者に該当し
ないので還付申告ができない旨の指摘を受けたも
のの、還付申告は受理されたまま修正申告書の提
出を慫慂され、過少申告加算税が賦課された、と
いう事例があります。

税務署サイドも、納税義務があるかの如く、消
費税の納税申告書を送って来ていた、のかもしれ
ません。当局の対応の是非はともかく、形式的な
手続きながら、疎かにしていると火傷する、とい
う事例です。

提出しないことの多い届出書



災害を受けたときの損失の取扱い

◆今年も多い豪雨災害
災害の多い日本には、災害被災時の

税の特別措置も数多く用意されていま
す。今回は法人の災害被災時に損金と
なるものについて、横断的に見ていき
たいと思います。

1. 棚卸資産や固定資産などの資産が災害により滅失・損壊した場合の損失
2. 破損した資産の取り壊し・除去のための費用
3. 土砂等の除去費用・被災資産の原状回復費用
4. 被災前の効用を維持するための補強工事等の費用
5. 従業員等に対する災害見舞金品
6. 災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等
7. 取引先に対する災害見舞金等
8. 災害を受けた取引先への売掛債権等の免除・融資の条件変更による利息の低減分
9. 自社製品等の被災者に対する提供

上記はすべて損金算入をしてかまわないとされています。なお、被災資産について支出
する費用で、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合は、その金額の30％相当
額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理も認められます。

また、青色申告書を提出できない事業年度であっても災害による損失金の繰越しは可能
ですし、災害損失欠損金は繰戻し還付も可能となります（白色は前1年、青色は前2年）。

◆防災設備投資に助成もあります
令和元年（平成31年）税制改正に

おいて、中小企業が行う災害への事
前対策を強化するために、防災・減
災設備を取得した場合に、取得価額
の20％の特別償却が受けられる制度
があります（現行制度の適用期限は
令和2年度末まで）。

災害で受ける被害を少しでも減ら
すように、日ごろの備えは重要です。

◆災害関連の損失・費用はだいたい損金に
災害が発生したことにより発生した損失

や費用は、損金となります。
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